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仕様書  
Ⅰ  一般仕様  
 
１ ．件  名  

  令和 8 年度高崎地区イオン照射研究施設他エレベーター等点検整備作業  

請 負契約  

 

２．目的及び概要  

 本仕様書は、量子科学技術研究開発機構（以下「 QST」という。）高崎量子  

技術基盤研究所の イオン照射研究施設、生命科学研究棟、総合管理棟、材料  

科学研究棟に設置されているエレベーター設備及び小荷物専用昇降機設備  

の 点 検 整 備 作 業 を 受 注 者 に 請 負 わ せ る 為 の 仕 様 に つ い て 定 め た も の で あ る 。 

 

３．納  期  令和 9 年 3 月 31 日  

   （履行期限）  

    令和 8 年 4 月１日～令和 9 年 3 月 31 日  

 

４．履行場所  

   群馬県高崎市綿貫町 1233 

 QST 高崎量子技術基盤研究所  

    (1)イオン照射研究施設（第 1 種放射線管理区域内作業を含む）  

      (2)生命科学研究棟  

   (3)総合管理棟  

   (4)材料科学研究棟  

 

５．業務内容（本件は、 POG 契約とする。）（詳細は、Ⅱ技術仕様による）  

   (1)保守点検整備作業  

    (2)遠隔監視  

   (3)定期検査代行  

 

６．必要な資格等  

(1)放射線業務従事者（点検者全員）  

    (2)昇降機検査資格者（定期検査代行時  

 

７．提出図書  

 書類名  指定様式  提出期日  部数  

1 総 括責任者届   契 約 後 速 や か に  1 部  

2 作 業計画表   契 約 後 速 や か に  1 部  

3 実 施要領書   契 約 後 速 や か に  1 部  

4 従 事者名簿   作 業 開 始 ２ 週 間 前 ま で  1 部  

5 点 検結果報告書   作 業 終 了 後 速 や か に  1 部  

6 再 委託承諾願  

（ 必要に応じて）  

（ Q S T 指 定 様 式 ）  作 業 開 始 ２ 週 間 前 ま で  1 部  

（提出場所） QST 高崎量子技術基盤研究所  管理部  工務課  
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８ ．検査 条件  

    ・Ⅰ 章 5 項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章 7 項及びⅡ章 4 項に定める提

出 図 書 の 確 認 並 び に 仕 様 書 に 定 め る と こ ろ に 従 っ て 業 務 が 実 施 さ れ た と

QST が認めたときをもって検査合格とする。  

 

９ ．支給品及び貸与品  

   受注者は、電気及び水等 の使用の必要が生じた場合は、QST に申し出をし、

確認を得てからこれを無償で使用するものとする。  

 

10. 適用法規・規程等  

   (1) 労働安全衛生法  

(2) 高崎量子技術基盤研究所電気工作物保安規程及び同規則  

     (3) 高崎量子技術基盤研究所安全衛生管理規則  

     (4)  高崎量子技術基盤研究所放射線障害予防規程  

     (5)  高崎量子技術基盤研究所事故対策規則  

 

11． その他  

   (1)受注者は QST が量子科学技術の研究・開発を行う機 関であるため、高い

技 術 力 及 び 高 い 信 頼 性 を 社 会 的 に も と め ら れ て い る こ と を 認 識 す る と

ともに、QST の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を

有する者を従事させること。  

(2)受注者は本 業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果

その他のすべての資料及び情報を QST の施設外において、発表もしくは

公開することはできない。ただし、あらかじめ書面により QST の承認を

受けた場合はこの限りではない。  

(3)受 注者 は 異常 事 態 等 が発 生 した 場合、 QST の 指示 に 従い行 動 する も の

とする。  

 

12．総括責任者  

   受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令

する者（以下、「総 括責任者」という。）及びその代理者を選任し、次の任

務に当たらせるものとする。  

    (1)受注者の従事者の労務管理及び作業場の指揮命令  

    (2)本契約業務履行に関する QST との連絡及び調整  

    (3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項  

 

13．グリ－ン購入法の推進                                                   

     (1)本契約において、グリ－ン購入法（国等による環境物品等の調達の推  

進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が  

発生する場合は、これを採用するものとする。                          

     (2)本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリ－ン購入法  

の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。  

 

14．協議  

 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑  

義 が生じた場合は、 QST と協議のうえ、その決定に従うものとする。  
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Ⅱ  技術仕様  

 

1．一般事項  

  受 注者は装置の構造、取扱方法、関係法令等を充分理解すると共に放射線管  

 理区域が含まれていることを充分に理解し、受注者の責任と負担において作業  

 計画を立案し、本作業を実施するものとする。また、本業務を実施するにあた  

っては本仕様書に定める事項の他、機器取扱説明書を充分理解のうえ実施する  

ものとする。  

 

2．設備の概要  

対象設備  

     (1)イオン照射研究施設  

       (ⅰ )エレベーター設備  

     (ｱ)用途及び台数      乗用エレベーター、  ２  台  

     (ｲ)エレベーター種類     ロープ式   

        (ｳ)積載荷重、最大定員    １号機    １ ,０００  ｋｇ、１５  名  

                        ２号機     ７５０  ｋｇ、１１  名  

        (ｴ)定格速度        ６０  ｍ／ min 

        (ｵ)停止階数               ３  （Ｂ１，Ｆ１，Ｆ２）  

     (ｶ)製造者         (株 )日立製作所  

      (ⅱ )小荷物専用昇降機設備  

     (ｱ)用途及び台数      小荷物運搬用、  ３  台  

     (ｲ)ダムウェーター種類    電動式   

        (ｳ)積載荷重         ５００  ｋｇ  

        (ｴ)定格速度        １５  ｍ／ min 

        (ｵ)停止階数               ２  （Ｂ１，Ｆ１）  

     (ｶ)製造者         (株 )日立製作所  

     (2)生命科学研究棟  

          エレベーター設備  

          (ｱ)用途及び台数      人荷用エレベーター、  １  台  

     (ｲ)エレベーター種類    油圧式   

        (ｳ)積載荷重、最大定員     １ ,６００  ｋｇ、２４  名  

     (ｴ)定格速度        ４５  ｍ／ min 

        (ｵ)停止階数               ３  （Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３）  

      (ｶ)製造者         (株 )日立製作所  

   (3)総合管理棟  

      エレベーター設備  

     (ｱ)用途及び台数      人荷用エレベーター、  １  台  

     (ｲ)エレベーター種類    ロープ式   

        (ｳ)積載荷重、最大定員     ９００  ｋｇ、１３  名  

     (ｴ)定格速度        ６０  ｍ／ min 

        (ｵ)停止階数               ３  （Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３）  

      (ｶ)製造者         (株 )日立製作所  

(4)材料科学研究棟  

      エレベーター設備  

     (ｱ)用途及び台数      人荷用エレベーター、  １  台  

     (ｲ)エレベーター種類    ロープ式   
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        (ｳ)積載荷重、最大定員     １ ,６００  ｋｇ、２４  名  

     (ｴ)定格速度        ６０  ｍ／ min 

        (ｵ)停止階数               ４  （Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）  

      (ｶ)製造者         (株 )日立製作所  

 

3． 設備の点検  

   (1)保守点検整備作業  

       受注者は１カ月に１回（上旬）、別紙１「ロープ式エレベーター点検  

項目」及び別紙２「 油圧式エレベーター点検項目」及び別紙３「小荷物

専用昇降機点検項目」に基づき保守点検整備を行うものとする。  

      また、 QST が必要と認めた場合は、受注者に対して保守点検整備及び

修理等の指示を行うことができる。この場合の費用は、QST と受注者と

の協議により別途支払うものとする。  

    (2)遠隔監視  

          エレベーター設備については、機器を連続遠隔監視し、異常や不具合

発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。  

    (3)定期検査代行  

      受注者は年１回（イオン照射研究施設： 11 月、総合管理棟： 1 月、材  

料科学研究棟、生命科学研究棟： 2 月）、建築基準法に基づき、所轄官庁  

の行う昇降機定期検査を代行するものとする。  

但し、この場合昇降機検査資格を有する者が行うものとする。  

    (4)下記事項は、本仕様範囲外とする。  

      ア．意匠部分（ボックス、ドア、三方枠、シル、膳板、運転盤カバー

その他）の塗装及びメッキ直し  

      イ．意匠部分（ボックス、ドア、三方枠、シル、膳板その他）の修理

及び取替  

      ウ．昇降路周壁並びに建家部分の改修  

エ．修理、取替の装置、機器の搬出入に必要な建家関係工事  

 

４．点検結果報告書  

  受注者は、保守点検整備作業の結果ついて点検結果報告書を作成し、提出す  

ること。  

 

５．その他  

 (1)受注者は業務の実施に当たって、放射線障害防止法等の関係法令及び  

所 内規程を遵守するものとし、 QST が安全確保の為の指示を行った  

ときはその指示に従うものとする。  

     (2)現場作業にあたっては、他の機器に損傷を与えないよう充分注意して  

行うこと。  

     (3)QST は受注者に対してエレベーター及び小荷物専用昇降機の取扱  

について教育訓練を依頼することができる。  

(4)その他仕様書に定めのない事項については、 QST と協議のうえ決  

定する。  

 

別紙１  ロープ式エレベーター点検項目  

別紙２  油圧式エレベーター点検項目  

別紙３  小荷物専用昇降機点検項目  
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（要求者）  
部課（室）名：高崎量子技術基盤研究所   

管理部工務課  
氏   名：加藤  凛  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
別 紙１  

ロープ式エレベーター点検項目  

 

機
械
室 

機械室環境状態  
 

乗 

場 

かご着床状態   

機械室環境状態  
 

戸の開閉状態   

電動機・巻上機  
 

乗場の戸・敷居   

ブレーキ  
 

ﾄﾞｱｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ  

調速機  
 

乗場ボタン・表示ランプ   

か 
 

 
 

ご 

かごの運転状態  
 

昇
降
路
・
ピ
ッ
ト 

昇降路・ピット内環境状

況   

各部への連絡装置  
 

主・調速機ロープ   

停電灯装置  
 

ガイドレール   

かご内装・照明・ ファン  
 

つり合おもり   

かご操作盤・表示 ランプ  
 

リミットスイッチ   

かごの戸・敷居  
 

非常止装置   

戸閉め安全装置  
 

   

かご上環境状況  
 

移動ケーブル   

戸の開閉装置  
 

緩衝器   

ガイドシュー  
 

各テンションプーリー   

給油器（オイラー ）  
 

意
匠
清
掃 

かご戸・敷居清掃   

付
加
仕
様 

地震時完成運転装 置  
 かご操作盤・側板・床清

掃   

  
 乗場戸・敷居・三方枠清

掃   

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
別 紙 2 

油圧式エレベーター点検項目  

 

機
械
室 

機械室環境状態  
 

乗 

場 

かご着床状態   

受電盤・制御盤  
 

戸の開閉状態   

電動機  
 

乗場の戸・敷居   

油圧機器  
 

ﾄﾞｱｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ  

  
 

乗場ボタン・表示ランプ   

か 
 

 
 

ご 

かごの運転状態  
 

昇
降
路
・
ピ
ッ
ト 

昇降路・ピット内環境状

況   

各部への連絡装置  
 

昇降路・ピット内機器   

停電灯装置  
 

主・調速機ロープ   

かご内装・照明・ ファン  
 

ガイドレール   

かご操作盤・表示 ランプ  
 プランジャー・シリンダ

ー   

かごの戸・敷居  
 

リミットスイッチ   

戸閉め安全装置  
 

非常止装置   

かご上環境状況  
 

移動ケーブル   

戸の開閉装置  
 

緩衝器   

給油機（オイラー ）  
 

各テンションプーリー   

  
 

意
匠
清
掃 

かご戸・敷居清掃   

付
加
仕
様 

地震時完成運転装 置  
 かご操作盤・側板・床清

掃   

  
 乗場戸・敷居・三方枠清

掃   

  
 

   

 
 
 
 
 
 



 

 
別 紙 3 

小荷物専用昇降機点検項目  

 

機
械
室 

機械室環境状態  
 

昇
降
機
・
ピ
ッ
ト 

昇降路・ピット内環境状

況   

受電盤・制御盤  
 

かご・おもり吊り車   

電動機・巻上機  
 

主ロープ   

ブレーキ  
 

ガイドレール   

  
 

ガイドシュー   

か 
 

 
 

ご 

かご側板・床  
 

つり合おもり   

かごの戸・安全ド ア  
 

リミットスイッチ   

積載荷重・乗用禁 止の表

示  

 
移動ケーブル   

  
 

塔内各スイッチ   

出
し
入
れ
口 

戸回り各部  
 

   

戸のレール  
 

   

戸のロープ  
 

   

ﾄﾞｱﾛｯｸｽｲｯﾁ・ ﾛｯｸ機 構  
 

   

各階操作盤・表示 ランプ  
 

   

戸解放防止ブザー  
 

   

インターホン  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 


